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規制改革推進に関する第１次答申（抄） 
（平成29年５月23日規制改革推進会議） 

 
４．投資等分野 
(2)具体的な規制改革項目 
④ IT時代の遠隔教育 
 
ア 遠隔教育の本格的推進のための施策方針 
【平成 29年度検討開始、平成30年度上期結論・措置】 

現行制度においても、一定の条件下で、遠隔教育を実施すること
は可能であり、特に、今後その充実が期待されるプログラミング、
英会話など、様々な分野において、質の高い授業を提供する観点か
ら、遠隔教育を活用することは効果的である。また、遠隔教育の活
用は、教員の負担軽減に資するものであるとの指摘がある。 

したがって、遠隔教育は現行制度においても実施可能であるが、
教育の質の一層の向上の観点から、その本格的推進について、幅広
い視点から施策方針の取りまとめを行い、学校関係者等への周知そ
の他必要な方策を講ずる。 
 
イ 免許外教科担任の縮小に向けた方策 
【a:平成 29年度以降継続的に実施、 
b:平成 29年度検討開始、平成30年度結論・措置】 
免許外教科担任制度は、科目の免許ある教員を配置できない場合

に他科目の免許ある教員に代わりに担任させることを認める制度で
ある。もともとは「当分の間」の一時的な措置として定められた制
度だが（教育職員免許法（昭和24年法律第 147号）附則第２項）、
60年以上維持され、現在も多くの中学校・高等学校で活用されてい
る（平成27年度に中学校で7,171件、高等学校で3,680件）。この
ように専門外の教員が授業を行っている状態は、教育の質の観点で
重大な問題であり、放置すべきでないと考えられる。 
したがって、以下の措置を講ずる。 

a 免許外教科担任という専門外の教員が授業を行っていることによ
る教育の質及び教員の負担の問題について、現状においても実施可
能な遠隔授業の推進や研修の充実等を各都道府県教育委員会に促す
ことにより、教育の質の向上及び教員の負担軽減を図る。 
b 免許外教科担任制度について、学期中の急な欠員のために許可す
るような場合等に限られるよう、各都道府県教育委員会に指導する
等によって段階的に縮小すべく、免許外教科担任の許可について実
態を調査し、これを踏まえて許可を行う場合の考え方や留意事項等
について検討し、整理する等制度の在り方の見直しについて検討す
る。 
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